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吹田市教育・保育施設職員研修 開催要項 

 

１ 目的 

吹田市内の教育・保育施設職員に対する研修を更に充実させ、教育・保育の質の担保・

向上を目指すことを目的として、市内の教育・保育施設等の従事者に対し、本業務を実

施します。 

 

２ 実施主体等 

 実施主体：吹田市（委託先：一般財団法人 保健福祉振興財団） 

 

 

３ 受講対象者 

吹田市内の教育・保育施設等従事者。※別紙日程表内④の７月３日の研修については、

市内の教育・保育施設等に係る保護者についても対象とします。 

 

  ４ 受講方法（各テーマごとに研修方法は異なります） 

・集合研修 指定された研修会場に来場いただき研修をご受講いただきます。 

・オンライン研修 Zoomを使用したオンライン研修をご受講いただきます。 

・ハイブリッド研修 集合研修とオンライン研修を同時に実施します。 

・eラーニング研修 オンデマンドによる動画配信の研修です。指定された視聴期間内に 

ご受講いただきます。 

 

５ 開催テーマ、日程、担当講師、定員及び会場等について 

※別紙日程表のとおりです。 

 

６ 受講料 

無料 ただし、オンライン研修や e ラーニング研修受講に係るパソコン機器等端末や

通信費、また集合研修会場への往復交通費や資料の印刷代は自己負担となります。 

 

７ 受講申込方法及び申込期間 

（１）申込方法 

下記、保健福祉振興財団ホームページへアクセスの上、申込フォームよりお申込み

ください。申込完了後、ご登録いただいたメールアドレスへ受付完了の旨ご連絡しま

す。（基本的には先着順になります。） 

申込書の記載内容が事実と異なる場合、受講を取り消すことがありますので、十分

ご注意の上、誤記や記入漏れがないようお申し込みください。 

 

 

＜本研修内容に関する申込・問合せ先＞ 

一般財団法人保健福祉振興財団 関西支部 

吹田市教育・保育施設職員研修 係 

ＨＰ（https://kensyu.hokenfukushi.or.jp/nur46/） 

ＴＥＬ 06-6940-6117   ＦＡＸ 06-6940-6119 



- 2 - 

（２）申込期間 

   ・９月までの研修について：4月 2日（火）～ 

   ・９月以降の研修について：9月 4日（水）～ 

    ※各テーマの開催日の「概ね前月上旬」または「定員となり次第」締切とします。 

ホームページにてお知らせしますのでご確認ください。 

   ・eラーニング研修について：吹田市指定の対象施設に後日受講に必要な ID・PW等 

をお送りします。 

 

（３）受講決定者への決定通知 

  受講決定者には受講決定通知を開催日の「概ね前月中旬」に事業所にお送りします。 

 

８ 修了証や受講証明の発行について 

本研修では修了証や受講証明の発行はありません。 

 

９ 個人情報の取り扱い 

申込フォームにて送信された個人情報については、適正な管理を行い、本事業の運営

以外の目的に使用することはありません。 

※研修終了後、申込み時に入力された情報を吹田市に提供します。 

※当該情報の提供に同意される方のみお申込みください。なお、受講申込と同時に申込

者本人から同意を得たものとみなします。 

 

10 eラーニング研修実施にあたっての注意事項 

○eラーニング研修には、インターネット環境及びこれに接続できるパソコン、タブ

レット又はスマートフォンが必要です。 

○視聴の際には通信料が発生します。通信制限のない環境での視聴をおすすめします。 

○お申込みの前に受講できる環境があるか必ず確認してください。 

   ※推奨環境は下表の通りとなります。 

 

推奨環境一覧（令和６(2024年３月時点） 

デバイス ＯＳ ブラウザ 

Windows PC 
Windows 10、11 

※推奨環境：Windows10 

Chrome、Edge 

※推奨環境 Chrome 

Mac 
OS 10.13以降 

※推奨環境：macOS10.15 

Safari、Chrome 

※推奨環境：Safari15 

iPhone 
iOS 16、17 

推奨環境：iOS16 

Safari 

※推奨環境：Safari15 

iPad 
iPadOS 16、17 

※推奨環境：iPadOS16 

Safari 

※推奨環境：Safari15 

Android端末 
Android 11、12、13 

※推奨環境：12 

Chrome 

※推奨環境：Chrome 

 

11 災害時における集合研修の中止等について  

自然災害や緊急事態宣言等により予期せず研修を中止せざるを得ない状況が発生した

場合は、当日８時までに保健福祉振興財団ホームページに中止の旨を掲載します。 


